
第 7 章 そのほかの環境汚染物質

第 1 節 休廃止鉱山の重金属

｢農用地の土壌の汚染防止等に関す る 法律｣ (昭和45年12月 25 日 法律第139号 ) で は土壌汚染の原因

と な る 物質の う ち 、 人の健康上問題が あ る も の と し て カ ド ゥ ム が 、 又 、 農作物の生育上問題が あ る も

の と し て銅 、 砒素が指定 さ れて い る 。

カ ド ミ ウ ム につ いて は玄米中の含有量 1 mg/蛇以上 、 銅 につ いて は土壌中の含有量125 mg/陷以上 、

砒素につ いて は土壌中の含有量15 mg/爬以上の も の がそれぞれ被害が あ る と さ れてい る 。

休廃止鉱山のな かでは 、 現在 ま で鉱害 と し て問題にな っ て い る も の は 、 岩美町荒金の岩美鉱山であ る 。

〔岩美鉱山〕 明治22年に開坑 さ れた鉱山で 、 銅を含ん だ鉱水は下流の小田川流域の水田約140ヘ ク タ ー

ル に被害を及ば し 、 昭和46~47年 に かけて実施 し た凋査では88検体の玄米の う ち22検体の玄米に カ ド

ゥ ム の人為的汚染 ( カ ド ミ ウ ム 0 . 4 mg/鱈以上) が認め ら れたが 、 食品衛生法上食品 と し て取 り 扱われ

な い カ ド ミ ウ ム 1 mg/kg以上を含む玄米は認め ら れな か っ た 。

ま た 、 土壌について は 、 昭和54~60年に かけて実施 し た澗査で米の収量に影響が あ る と判断 さ れ る 12

5 mg/ kg以上の銅を含む土壌が 181地点中92地点 あ り 、 こ の鼻査結果に基づ き 、 小田川地域の農用地53 . 4

ha ( 台帳面積) を農用地土壌汚染対策地域 と し て昭和61年 2 月 14 日 指定 し た 。 ま た 9 月 24 日 、 農用地

土壌汚染対策。十画及び公害防止事業費事業者費用負担。十画 を樹立 し 、 昭和62年度か ら公害防除特別土地

改良事業に着工 し 、 土地改良対象面積1 12 . 8ha中 、 平成 2 年度中で98 . 2ha終了 し てい る 。

な お 、 鉱害対策 と し て昭和47~平成 3 年度 に事業費累。十 1 , 373 , 248千円で鉱水処理施設、 沈殿物た い

積場の設置及び整備、 捨石たい積場の防護施設工事堆積場鉱害防止工事等を行 っ て き たが 、 平成 3 年度

は事業費101 , 1 18千円で鉱害防止工事等を実施 し た 。

第 2 節 水銀等重金属類の汚染状況

水銀等に よ る 環境汚染、 食品汚染の実態を知 る た め 、 農用地に つ いて土壌 、 農作物嗣査を実施す る と

と も に 、 県内魚介類10検体、 県外魚介類10検体について魚ヂ類調査を行 っ た 。 そ の結果は表の と お り で

あ る 。

1 土壌、 農作物詞査

小田川流域の水 田 140ヘ ク タ ール に対 し 、 玄米中の カ ド ウ ム 含有量につ い て 7 地点で崗査を実施

した 。

そ の結果につい てみ る と 、 玄米中の カ ド ウ ム 含有量は 7 地点平均でo . 3 1 mg/陷であ り 、 ｢食品衛

生法｣ で定めてい る 玄米の カ ド ウ ム基準値 1 mg/ kg を上回 る も の は な く 、 食糧庁長官通達で食用以

外の用途に売却す る こ と と さ れて い る 0 . 4 囮g/蛇以上が 2 地点で検出 さ れて い る
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表126 平成 3 年度周査結果 (単位 : mg/庭)

地 区

玄 米 中 の カ ト ミ ウ ム

調査地点数 最高値~最低値 平均値

岩 美 町 荒 金

高 住

岩 常

“ 太 田 柚.上りムー上QU
0 . 1 4

0 . 6 5 () 0 42

0 . 29

0 28 () 0 . 1 8

0 . 1 4

0 . 54

0 2 9

0 . 2 2

合 計 7 0 . 6 5 () 0 . 1 4 0 . 3 1

資料 平成 3 年度農蚕園芸課覊査

2 魚介類詞査

県内産魚介類10検体、 県外産魚介類10検体につ いて総水銀の羸査を行 っ た が 、 いずれ も 暫定的規制

値 (昭和48年 7 月 23 日 厚生省暫定的規制) 総水銀0 . 4ppmを下回 っ てい る 。

表127 魚介類周査結果

区 分

総 水 銀

備 考

検体数 道 不 適 最高値 最低値 平均値

県内水場魚介類 10 1 0 O oP86m N BPm o獨m

県外水場魚介類 lo 1 0 O 0 . 20 N D 0 05

。十 20 20 O 0 . 20 N D 0. 04

圏 平成 3 年度衛生課錮査
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第 3 節 P C B の汚染状況

P C B に よ る 食品の汚染の実態を知 る ため暫定的規制値の設け ら れて い る 食品30検体の崗査を行 っ た

が 、 いずれ も 暫定的規制値 (昭和47年 8 月 24 日 厚生省暫定的規制) を下回 っ てい た 。

表128 食品掲査結果

種 類 別
総検

体数

検 出 値 暫定的

規制値
適 不適 備 考

最高値 最低値 平均値

魚介類
県 内 水 場 1 0 。 . 肝 N D中 。坪

脚
0 5 1 0 O

あ じ 、 い わ し 、 か ま す 、

かれ い 、 き す 、 さ ば 、

た い 、 と び う お 、 は ま ち 、

ひ ら め 、 本かつ お 、

甲 い か 、 し ま め いか

県 外 水 場 1 0 0 . 04 N D 0 . 02 0 . 5 1 0 O

。十 20 0 . 0 5 N D 0 . 02 0 5 20 O

牛 乳

乳 製 品

肉 類 8 N D N D 0 5 8 O 牛 肉 、 豚 肉 、 鶏 肉

卵 類 2 N D N D 0. 2 2 O 鶏卵

合 。十 30
等

｣

圏 平成 3 年度衛生課嗣査

N D 検出 さ れず (0 . 0 1未満)
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第 8 章 廃 棄 物

廃棄物の処理は 、 廃棄物の処理及び清掃に関す る 法律 (昭和45年法律第137号 、 以下 ｢廃棄物処理法｣

と い う 。 ) に基づ いて行われて い る 。

近年、 経済活動の活発化、 国民の生活様式の変化に伴い 、 廃棄物の発生量が増加 し 、 そ の種類 も 多様

化 し て い る 一方で 、 廃棄物処理施設の確保が困難 と な っ て お り 、 ま た廃棄物の不法投棄等の不適正な処

理が大 き な社会問題 と な る な ど 、 廃棄物の処理を取 り 巻 く 状況は極めて深刻な も の と な っ て い る 。

こ のた め 、 国 に お いて廃棄物の処理に関す る 諸制度の抜本的な見直 し が な さ れ 、 平成 3 年10月 に廃棄

物処理法制定以来の大幅な法律改正が行な われた 。 (平成 4 年 7 月 改正法施行)

廃棄物は 、 次表に示す と お り 事業活動に伴 っ て排出 さ れ る も の の う ち法令で特定 さ れた産業廃棄物 と 、

それ以外の一般廃棄物に分類 さ れ る 。 一般廃棄物 と 産業廃棄物は 、 それぞれの処理体系に従 っ て処理 さ

れ る が 、 一般廃棄物の処理は市町村の 固有事務 と さ れ 、 産業廃棄物は排出事業者の処理責任が明定 さ れ

てい る 。

表129 廃棄物の分類
特別管理一般廃棄物 ( 法第 2 条第 3 項 )

こさ云 仁愛に
( 事業系一般廃棄物 )

で
一

ご み

　 　　　 　　　　　　　　廃 棄 物

( 法第 2 条第 4 項 )

特別管理産業廃棄物 (法第 2 条第 5 項)

第 1 節 一般廃棄物の現況

一般廃棄物は 、 し尿 と ごみ に大別 さ れ る が 、 市町村は こ れ ら の処理につ い て 、 廃棄物処理法に定め る

と こ ろ に よ り 、 所定の 。十画 を策定 し 、 こ れ に基づ き再生 ･ 収集、 運搬 、 処理処分をす る こ と に な っ て い

る 。

収集 さ れた一般廃棄物を生活環境の保全上支障の な い よ う 適正に処理処分す る た め 、 各市町村におい

て廃棄物処理施設の整備 に努めてい る 。

1 し尿処理

し尿の処理に ついては 、 公共下水道の整備に よ り 下水道終末処理施設で処理す る こ と が望 ま し いが 、

下水道未整備の地域において は浄化槽が普及 し て い る 。
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し か し 、 多 く の家庭は 、 く み取 り 便所であ り 、 こ れ ら の く み取 り し尿及び浄化槽汚でい等は 、 し尿

処理施設等において衛生処理す る 必要が あ る 。 平成 2 年度 に お け る し尿の処理状況につ いて は 、 図 1 4

に示す と お り であ る 。

し尿処理施設の整備状況等は表130 に示す と お り であ る 。

な お 、 下水道計画区域外の地域において 、 し尿 と雑排水を管 き ょ に よ り 集水処理 し てい る 地域 し尿

処理施設の整備状況は表131 の と お り であ る 。

図14 し 尿処理の状況 (平成 2 年度実績)

処理人 口 等 ( 単位 人 ) 処理系統図 ( 単位 k “ /年 ) 収集 し尿処
理内訳比率

①

総

人

ロ

6 2 2 , 2 24

②

麩

援
人
口

6 2 2 , 2 24

③

薙
人
ロ

2 65 , 1 2 0

⑤公共下水道

人 口 88, 9 9 9

⑥浄化槽人 口

1 7 0 , 8 1 2

⑦地域 し尿人

ロ 5 , 30 9

④

莢
失
口

3 574 0 4

⑧

議
実
口

288, 1 9 8

⑧自 家処理人
ロ

68, 9 06

し 尿 処 理

施 設

87 . 1 %

下水道投入
1 2 9 %

排水

水 道 終 末 処 理 場

排水 浄 化
ン 農業集落

排水 :@ し 尿 処灘珍
し尿 ⑬泥でい

1 3 7 , 6 69 ⑩ し 尿処理施設 54, 0 7

し尿

2Q卸 o e 下 水馨り

33%髭@ 目 礼室の

計 画 区 域 率 ② /の × 1 00 = 1 00 . 0 %

水 洗 化 率 ③ / ① × 1 oo = 4 2 6 % {雛毒競獲化率 ⑤ /① × 1 oo = 14 3 %⑥ /① × 1 00 =2 7. 5 %

非 水 洗 化 率 ④ /① × 1 00 な 57 . 4 %

計画収集率 A ⑧ / ① × 1 00 = 46 , 3 % 計画収集率 B ⑥ /④ × 1 00 = 80 7 %

自 家処理率A ⑧ /① × 1 00 = 1 1 1 % 自 家処理率 B ⑨ /④ × 1 00 = 1 9 . 3 %

1 人 1 日 当た り し尿収集量 1 人 1 日 当た り 浄化槽汚でい収集量

( ⑩+ ⑪- ⑩ ) × 1 03 ÷⑥÷ 365 = 1 . 50 “ / 人 ･ 日 ⑯ × 1 0 3 ÷⑧÷ 365 三 0 . 8 7 “ / 入 日

1 人 1 日 当た り し尿排出量

〔 ⑩ +⑪十⑫-⑱ ) × 1 0 3 ÷④÷ 365 = 1 .4 7 珍 /入 日
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表130 し尿処理施設の整備状況 (平成 3 年 3 月 末現在)

設置主体名
施 設 の

名 称
施 設 の 所 在 地

A

施 設 の

規 模

( k" 日 )

処理方式
稼 働 開

始 年 月

B

平 成 2
年度中の
年間処理
実 績
( kg / 年 )

B

A X年間
稼働日数

残 渣 量

( t /年)

東 部 広 域 行

政 管 理 組 合
因 幡 浄 苑

鳥取市秋 里

1 037番地
1 7 0

好 気 性

消 化
46 . 1 1 5 7 , 1 8 8 0 . 9 2 137

中 部 広 域 行

政 管 理 組 合

日 の 宮

浄 苑

倉吉市小 田 字

日 の 宮 3 番地
1 2 0

嫌 気 性

消 化
40 . 7 4 2 , 7 2 6 0 . 9 8 1 , 2 17

米 子 市 ほ か

9 か 町 村 衛

生 施 設 組 合

米 子

浄 化 場

米子市安倍

2 1 4番地

5 6
嫌 気 性

消 化
39 . 1 1 0 , 1 4 6 0 . 7 4 74

1 2 0
好 気 性

消 化
49 . 12 2 1 , 7 4 1 0 . 7 4 157

米子市安倍

2 1 3番地
1 4 5

高 負 荷

脱 窒 素
2 . 12 1 5 , 3 9 4 0 . 8 8 1 1 2

白 浜

浄 化 場

西伯 郡淀江町

中 間856番地

8 0
好 気 性

消 化
42 . 4 1 5 , 4 4 5 0 . 7 9 180

高 負 荷

脱 窒 素
2 . 12 7 , 5 4 0 0 . 7 8 88

境 港 市
境 港 市
浄｣ 化
セ 、ソ タ ー

境港市小篠津 町

3 632番地 1
5 0

高 負 荷

脱 窒 素

平成

元. 12
1 4 , 9 7 1 0 . 8 2 757

日 野 町 ･ 江
府 町 ･ 日 南
町 衛 生 施 設

組 合

清 化 園
日 野郡江府 町大字

佐川 2 番地
3 0

二 段 活 性

汚 で い
58 . 3 6 , 5 8 9 0 . 6 0 44

。十 5 9 5 1 9 1 , 7 4 0 2 , 766

表131 地域 し尿処理施設の整備状況 (平成 3 年 3 月 末現在)

市讓名＼＼項 目 処 理 方 式
。十画処理人 口

圦)

実 処 理 人 口

圦)

。十 画 1 日

最大汚水量

( ms / 日 )

竣 工 年 月

米子市河崎団地

汚 水 処 理 場
長時間ぱ っ 気 3,000 2 , 088 900 48 年 3 月

米子市富益団地

汚 水 処 理 場
メソ 2 000 1 , 4 65 600 55 年 3 月

米 子 市 旭 か 丘

汚 水 処 理 場
んソ 480 46 1 1 20 55 年 3 月

境港 市 幸 神 町

汚 水 処 理 場
れソ 1 , 250 1 , 1 1 2 4 69 56 年 3 月

船岡町新庄地区

纖尿処四理励舜設
接 触 ば っ 気 254 1 83 94 6 2 年 3 月
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2 ごみ処理

地域住民の 日 常生活に伴 っ て排出 さ れ る ごみ は 、 図15 の と お り 年々 増加す る傾向 に あ り 、 最終処分

場等処理施設の確保が困難化 し てい る 状況か ら 、 ご み の排出量を抑制す る と と も に資源化を推進す る

こ と が重要な課題 と な っ て い る 。

平成 2 年度におけ る ごみ処理の状況は 、 図16及び図17の と お り であ る が 、 市町村の収集計画 に よ り

収集 さ れてい る も の は 、 計画処理区域内の総排出量の84% 、 事業系一般廃棄物等直接搬入量は 9 % 、

自 家処理量は 7 %であ る 。

な お 、 ご み処理施設整備状況は 、 表1 32 、 表133の と お り であ る 。
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図 15 県内年間 ごみ排出量の推移

単位 ト ン/年

排

出 200, 000

量 1 50 , 000

年 度
昭 和 5 6

年 度

昭 和 5 7

年 度

昭 和 5 8

年 度

昭 和 5 9

年 度

昭 和 6 0

年 度

昭 和 6 1

年 度

昭 和 6 2

年 度

昭 和 6 3

年 度

平 成 元

年 度

平 成 2

年 度

□収集総量 1 65 , 39 6 1 70 , 086 1 73 , 3 1 6 1 63 , 99 2 1 63 , 6 1 2 1 73 , 1 9 1 1 86 , 972 1 94 , 568 202 , 1 05 204 , 26 3

□直接搬入ごみ量 27 , 496 20 , 5 9 9 1 9 , 3 1 1 20 , 38 7 22 , 97 1 26 , 296 23 , 4 1 6 23 , 09 4 23 , 960 22 , 79 9

囮 自家処理量 33 , 89 5 30 , 5 1 6 32 , 9 5 2 32 , 872 26 , 1 90 22 , 64 3 2 3 , 387 2 1 , 40 0 1 9 , 466 17 , 08 7

。十 226 , 787 22 1 , 20 1 225 , 579 2 1 7 , 25 1 2 1 2 , 77 3 2 22 , 1 30 233 , 7 75 239 , 062 245 , 53 1 244 , 1 4 9
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図16 ごみ処理の状況 (平成 2 年度実績)

処理人 口 等 ( 単位 : 人 ) 処理系統図 ( 単位 ト ソ /年 )

①

総 諮締 肋 複o 焼却尻転設 "をゾ

燃ごみ 1 85 , 2 1 1 訛 牝6 埋27 , 3 67 や鍔 6 74 立

③
計
画
収
集
人

ロ
鯛

④

②
計
画
処
理
区
域
内
人
口

自
家
処
理
人

2 。 4 , 2 63 6 '綣 れ J“ もげ 粗大ごみ “ * 処
⑥直接搬入 ごみ “4 増奪薄薩 分

4 02 9

2 2 , 79 9 沁 3 5 1 6 59 , 2 5 8

1 ⑦ 自 家処理｣ 資葬儀1 7, 08 7

。十画収集区域率 ② /① × 1 00 = 1 00 . 0 %

。十 画 収 集 率 ③ / ① × 1 00 = 9 6 5 %

1 人 1 日 当た り ごみ排出量 A ⑤ × 1 0 6 ÷③÷ 365 = 93 2 タ ノノ 人 . 日

1 人 1 日 当た り ごみ排出量 B ( ⑥ +⑥十⑦ ) × l 0 6 ÷②÷ 365 = 1 , 0 7 5 夕 /入 日

図17 計画処理区域内 におけ る ごみ処理の状況

資源化 自 家処理
3, 5 3 9 t /年 1 7 , 0 87
( 1 . 4% ) t //年

埋立処分

3 8. 3 1 2 。十画処理

t /年 岻邊瞭握 焼却処理( 1 5 . 7 % ) 1 85 , 2 1 1
( l oo % ) t /年

( 7 5 9 % ) (注) 埋立処分には 、 残灰は含 ま な い
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表132 ご み処理施設 (粗大 ごみ処理施設を除 く ) 整備状況 (平成 3 年 3 月 末現在)

長講主体名 施長の名称 施没の所在地

の模佃
設

A施規Q 炉 型 式
稼動開
始年月

B

平 成 2
年度中の
年間処理
実 績
( t /年)

稼動率
B

協賛簗
残渣量

( t /年)

鳥 取 市
神 谷

備 掃 工 場
鳥取市西今在家 2 2 7 1 80

連 続
燃 焼 式

49 1 1 5 2 , 3 1 8 0 8 1 6, 7 64

国 府 町 こ く ふ浄苑
国府町岡益

52 4 、 5 2 5
6
機 械 化

パ ン チ式
4 6 1 2 2 , 2 7 6 1 . 5 3 1 5 9

岩 美 町
岩 美 町
清 掃 工 場

岩美町大字浦富字坊
谷

30 作り 5 3 6 3 , 2 95 0 . 4 5 4 1 8

福 部 村 福 部 浄 苑 福部村大字中 1 0 9 6 " 5 0 4 9 78 0 . 5 5 65

河 原 町
河 原 町

こ み処理場

河原町大字郷原
4 34 -- 2

5
固 定
ハ ッ チ式

46 . 4 2 1 1 1 . 4 1 2 1

8
機 械 化
バ ノ チ式

5 2. 4 2 , 5 1 3 1 . 1 6 1 9 4

若 桜 町
若 桜 町 営

塵芥処理場
若桜町大字浅井 1 0 メソ 5 1 5 1 , 0 9 5 0 . 3 8 9 0

智 頭 町 観頭- け
セ ン タ ー

智頭町南方 57 1 6
機 械 化
バ ッ チ式

2 . 4 1 9 03 0 . 40 1 47

八 頭 東 部

衛生施役 組 合
組 合 立
こ み処理場

船岡町大字水口
1 4 2 - 2

2 0 メソ 5 0 1 0 5 , 2 7 4 0 . 9 1 2 3 6

佐治 用 額 こ み
処理施設組 合

れソ
佐冶村大字葛谷字水
工谷 478 一 2

1 2 “ 48 7 2 , 0 1 8 0 . 5 8 6 1

気 高 郡
衛生施設 組 合

たソ
気高町大字八東水字
ガー ガ谷

20 メソ 4 8 4 5 , 4 48 1 0 2 479

中 部 広 域

行政管理 組 合

向 山

清 掃 工 場

倉吉市和田東町
893

3 6 " 44 8 1 1 . 6 3 0 1 20 1 1 1 5

東 伯
清 掃 工 場

東伯町田趣 1 0 4 50 " 4 9 1 2 1 6 , 4 37 1 . 2 2 1 , 5 3 4

赤 碕 分 場
赤碕町箆座

5 1 4 - 2
5 れソ 4 5 3 26 6 0 . 46 2 6

米 子 市
米 子 市
清 掃 工 場

米子市河崎 33 3 3 2 9 0
連 続
燃 焼 式

5 4 4 5 0, 845 0 . 5 2 6 958

境 港 市
境港市清掃
セ ン タ ー

境港市中野町 208 0 6 0
准 連 続
燃 焼 式

6 3 1 1 2 , 7 1 6 0 . 80 1 40 4

西伯町外2杭町清
掃施設管理組合

能竹焼却場 西伯町能竹 1 0
機 械 化
ハ ノ チ式

5 5 6 1 6 49 0 5 4 1 34

日 吉 津 村
日 吉 津 村

塵芥処理場

日 吉津村日 吉津
1 8 6 6

3 “ 5 6 . 1 1 , 2 42 1 . 4 0 89

‘
!
-

-
-

I
{

I
l

i
ー
-
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1ー
-
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ー
ー
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ー
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表133 粗大 ごみ処理施設

設置守体名 処理場名 型 式

A

公称能力
( t/日 )

稼動開始

年 月

B

年間処理
実 績
( t /年)

計量

C

稼動 日 斂

中部広域行政
管 理 組 合

向 山
清 掃 工 場

圧縮 . 破砕併 用 5 0 48 . 4 6 268 有 270

西部広域行政
管 理 組 合

岸 本 中 間
処 理 場

圧 縮 5 0 元 . 1 1 1 , 7 6 6 有 2 95

。十 1 0 0 / 18, 0 34 /
//

//

(平成 3 年 3 月 末現在)

-13笋

設置主体名
施 設 の

名 称
施 設 の 所 在 地

A

施 設 の

規 模

( k" 日 )

処理方式
稼 働 開

始 年 月

B

峯度成中ろ
年間処理
実 績
( kQ / 年 )

B

A X年間
離日数

残 渣 量

( t /年)

淀 江 町
淀 江 町

ごみ焼却場

淀 江 町 大 字 福 岡

字 高 尾 谷
1 0

機 械 化

バ ッ チ 式
53 . 4 2 , 0 3 8 0 . 9 2 1 9 6

大 山 町
大 山 町環境

美化セ ン タ ー
大 山 町 豊房 1 2

機 械 化

バ ッ チ 式
56. 1 1 , 5 0 0 0 . 4 2 1 5 3

名 和 町
名 和 町

塵芥処理場

名 和 町 大 字 大 塚

87 7 -‐ 2

3
固 定

バ ッ チ 式
44 . 4 7 5 2 0 . 9 6 7 1

5
機 械 化

バ ッ チ 式
51 . 4 1 , 5 5 1 1 . 0 0 1 1 8

中 山 町

中 山 町 営

塵芥処理場

中 山 町 羽 田 井 字

中 山 原 1 4 1 9 2 2 6
5 れ7 49 . 7 1 , 6 5 5 1 . 0 4 70

中 山 町

清掃セ ン タ ー

中 山 町 羽 田 井

1 4 1 9 3 2 4
7 れ7 3 . 5 0 0 0

日 野 町
日 野 町

塵芥処理場
日 野 町 黒坂 1 8 7

3
固 定

パ ッ チ 式
45 . 7 3 1 5 0 . 3 5 1 6

5
機 械 化

バ ッ チ 式
53 . 4 1 , 2 2 2 0 . 8 3 6 1

日 南 町

日 南 町

ごみ焼却場
日 南 町 生 山 45 0 7

固 定

バ ッ チ 式
48 . 5 1 4 2 0 . 4 1 2 1

日 南 町

清掃セ ン タ ー

日 南 町 下 石 見 字

九 畝 田
1 0

機 械 化

バ ッ チ 式
2 . 6 9 9 9 0 . 6 1 92

江 府 町
江 府 町

塵芥処理場
江 府 町 江 尾 4 7 5

2
固 定

バ ッ チ 式
45. 2 1 7 6 0 . 3 0 1 8

5
機 械 化

バ ッ チ 式
54 . 4 1 , 1 8 6 0 . 8 0 50

溝 口 町
溝 口 町

清掃セ ン タ ー
溝 口 町 福 島 1 0 んッ 元 . 4 1 , 5 6 1 0 . 7 8 1 86

。十 8 4 4 // 185 , 2 1 1 /20 , 94 6



3 最終処分場

収集さ れた廃棄物は 、 可能な限 り 焼却 、 破砕等の中間処理を行 っ た後、 最終処分場において埋立処

分 さ れてい る が 、 市町村が一般廃棄物を埋立処分 し て い る 最終処分場は表134の と お り であ り 、 そ の

残余容量の合。十は平成 2 年度末で約33万鮒 と な っ て い る 。

一方、 最終処分場に埋立処分 さ れて い る 一般廃棄物は図16の と お り 約59 , 000 ト ン と な っ てい る 。

従 っ て 、 最終処分場の残余容量の合。十 と 年間埋立処分量か ら みて 、 平成 2 年度末におい て 5 年間程

度の処分が可能な状況 と な っ て い る が 、 ごみの量が増加す る一方で最終処分場の設置が年々 困難 と な っ

て き て い る ので 、 。十面的な最終処分場の確保 と と も に 、 ごみの減量化を強力 に推進す る こ と が必要で

あ る 。

表134 一般廃棄物最終処分場整備状況 (平成 3 年 3 月 末現在)

設置主体名 最 終処 分 場 名 所 在 地

埋立 て

開 始

年 月

埋立 て

終了 予

定年 月

面 積

(ず)

全 体

容 量

くず)

残 余

容 量

(ず)

2 年度
埋立て

実 績

(ず/年)

東部広域行政

管 理 組 合
末 恒不燃物処理場

鳥取市伏野
222 8

昭和

59 4

平成
6 . 3 4 2 200 4 50 , 90 0 2 1 9 , 3 1 6 3 3 , 5 6 5

岩 美 町
岩 美 町 清 掃

工 場 灰 捨 場

岩美町大字恩志
字奧飯部

5 3 . 9 5 8 9 5 0 5 , 7 00 8 1 1 445

国 府 町 こ く ふ 浄 苑
国府町大字岡益

524
4 6 1 2 2 . 3 9 5 0 4あ 75 1 30 1 69

青 谷 町
青 谷 町 一般 家 庭

粗 大 こ み 処 理 場
青谷町大字嶋億

3 70 - 6
6 2 7 4 3 9 9 2 2 , 480 1 , 0 04 O

河 原 町 河原町 こ み埋立地
河原町大字中井

437
47 . 4 2 . 3 5 , 7 00 1 7 1 0 0 3, 1 1 7 1 , 20 0

若 桜 町
若 桜 町 宮
不 燃 物 処 理 場

若桜町大字浅井 46 4 5 . 4 4 , 5 5 3 22 , 7 6 5 2 , 948 85 0

中部広域行政
管 理 組 合 東 伯 埋 立 地 東伯町大字田越 49 . 1 2 1 0 . 3 8 , 0 0 0 7 4 , 0 0 0 3 1 , 3 48 6 , 0 37

環境プフ ン ト
工業株式会社
西部広域行＼
政管理組合
業 務 委 託/

環境プフ ン ト 工業一
般廃棄物最終処分場

淀江町大字小破
字泉原

64 1 6 3 2 0 , 74 1 1 2 1 ,7 32 6 7 , 1 6 9 2 1 980

境 港 市 不 燃 物 埋 立 地 境港市彼町 1 1 9 46 5 5 . 5 1 0 0 1 0 7 0 , 9 6 2 7 , 82 7 3 , 1 44

。十 94,096 7 7 02 1 4 3 3 3 , 670 6 7 , 3 90
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4 浄 化 槽

近年、 生活水準の向上、 生活様式の変化等に伴い 、 便所の水洗化への要望がた か ま り 県内 の浄化

槽の設置基数 も 図18の と お り 毎年約2 , 000基程度増加 し て お り 、 平成 3 年度末に は39 , 247基を数え て

い る 。

こ れ ら の浄化槽が所期の機能を発揮す る た めには 、 設置工事、 保守点検 清掃等を適正に実施す る

こ と が必要であ る が 、 法律及び条例の規定に よ り 知事の登録等を受けた浄化槽工事業者及び浄化槽保

守点検業者の数は表136 、 表 137の と お り で あ る 。 ま た 、 台所排水な どの生活雑排水に よ る 湖沼 、 河川

の汚濁が進んでい る が 、 し尿 と 併せて生活雑排水を処理で き る 合併処理浄化槽は 、 下水道未普及地域

におけ る 生活雑排水対策 と し て有効であ る 。

県においては 、 県下全域、 処理対象人員が51人以上の浄化槽を設置す る 場合には合併処理浄化槽 と

し な ければな ら な い と し た と こ ろ で あ る 。

し か し 、 県内 に設置 さ れて い る 浄化槽の大部分が家庭用の小規模な も のであ る こ と か ら 、 家庭用浄

化槽につ いて も 合併処理浄化槽の普及を図 る こ と が課題 と な っ て い る 。

こ のため 、 合併処理浄化槽の生活雑排水対策上の有効性の啓発に努め る と と も に 、 平成 2 年度か ら 、

国庫補助 と併せて合併処理浄化槽設置に対す る 県費補助を行 っ てお り 、 平成 4 年度か ら補助対象区域

を全県下に拡大 し 、 合併処理浄化槽の設置推進に努めて い る と こ ろ で あ る 。

図18 浄化槽設置基数の推移

単位 基

40 , 000

3 0 , 000

2 6 1 4 2

24,3 0 6

2 2 ,6 6 7

2 03 1 5
1 8 7 3 220 , 000

1 0 ,0 00

翳 翠 57 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 義元 2 3
案 " " " " " " " " " "
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表135 保健所別浄化槽設置基数 (平成 4 年 3 月 末現在)

人槽 ＼＼~＼遂健所 鳥 取 郡 家 倉 吉 米 子 根 雨 。十

~ 20 1 1 , 4 6 1 2 , 28 4 6 , 1 23 1 2 , 0 43 5 5 2 32 , 46 3

2 1 ~ 50 1 , 284 23 4 947 1 , 7 5 0 1 2 9 4 , 34 4

5 1 ~ 1 00 43 7 1 04 3 37 6 09 6 1 1 , 54 8

1 0 1 ~ 200 1 42 3 1 1 20 1 87 1 9 4 9 9

20 1 ~ 300 5 6 1 6 56 69 1 1 208

3 0 1 ~ 500 3 5 7 29 3 9 6 1 1 6

小 。十 1 3 , 4 1 5 2 , 6 76 7 , 6 1 2 1 4, 6 97 7 78 3 9 , 1 7 8

50 1 ~ 1 , 000 2 2 2 4 2 6 1 5 5

1 00 1 ~ 2 000 3 ず且 2 6

2 , oo l ~ 3 ,000 111一 3 4

3 , 00 1 ~ 4 , 000 1 1 2

4 00 1 ~ 14 1 2

小 。十 27 3 5 33 1 6 9

合 。十 1 3 , 442 2 , 6 7 9 7 , 6 1 7 1 4, 7 30 7 79 3 9 , 2 47

1
I1‘‐1‐11‘

-
‘[′-

気1
1
I
"

表 1 36 浄化槽工事業者数

項 目 登 録 業 者 届 出 業 者 合 。十

業 者 数 1 8 1 7 9 1 97

表137 浄化槽保守点検業者数 (平成 4 年 3 月 末現在)

保 健 所 名 鳥 取 郡 家 倉 吉 米 十 根 雨 合 計

業 者 数 20 1J- 6 3 4 3 6 4

圏 業者数 と は 、 主た る 営業所の所在地に よ る 。
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5 監視 ･ 指導状況

廃棄物処理法第19条並びに浄化槽法第53条に基づ く 立入検査状況は次表の と お り で あ る 。

表1 38 廃棄物関係監視 指導状況 (平成 3 年度 )

ぷ
一 般 廃 棄 物

下終
末
処

理

施
道没 合話し尿処理施施 浄化槽 ごみ処理施

粗処

大理

ご施

み 曇, その他 小計
立 入 検 査 件 数 1 00 730 92 8 62 992 54 1 , 0 46

理化学検査件数 93 373 74 O 49 589 45 634

第 2 節 産業廃棄物

産業廃棄物の現況

事業活動に伴 っ て排出 さ れ る 産業廃棄物は 、 生産活動の拡大に よ り 増加の一途をた ど り 、 ま た 、 質

的 に も 多様化す る 状況にあ る 。

ま た 、 産業廃棄物処理施設の設置に当た っ て 、 地元住民等の理解を得 る こ と が困難な場合 も 多 く 、

処理施設の確保難や不法投棄な どの不適正処理が問題 と な る な ど、 産業廃棄物を め ぐ る 状況は 、 極め

て深刻な も の と な っ て い る 。

こ う い っ た状況の な かで、 平成 3 年10月 に 、 廃棄物処理法が全面改正 さ れた と こ ろ で あ り 、 県では

新 し い法秩序の も と で 、 こ れ ら の課題に適切に対応す る ため に 、 昭和57年に策定 した第 2 次鳥取県産

業廃棄物処理。十画 を見直 し 、 ｢排出事業者処理責任に よ る 適正処理の推進｣ 、 ｢減量化 ･ 再資源化等

の推進｣ な どを主眼 と した第 3 次鳥取県産業廃棄物処理。十画を平成 4 年 3 月 に策定 し た と こ ろ で あ る 。

( 1 ) 産業廃棄物処理計画の概要

① 産業廃棄物の発生状況

平成 2 年度に実施 し た産業廃棄物実態凋査 (以下 ｢実態凋査｣ と い う 。 ) に よ る と 、 平成元年

にお け る 県内 の産業廃棄物の推。十発生量は 、 2 , 956 , 060 ト ン で 、 業種別比率は 、 農業39 . 2% 、 鉱

業24 . 5% 、 製造業24 . 0%、 建設業9 . 2% と な っ て い る 。

ま た 、 種類別比率は 、 汚でい46 . 6% 、 家畜ふ ん尿39 . 2% 、 建設廃材7 . 6% と な っ て お り 、 こ の

3 種類で全体の約94%を 占 めてい る 。

平成元年の産業廃棄物発生量を昭和55年 と 比較す る と 、 全体 と し て 3 . 8%増加 し て い る 。 種類

別にみ る と 汚でい は若干減少 してい る も の の 、 家畜ふ ん尿 、 建設廃材が増加 し てお り 特 に建設

廃材の増加が著 し い 。
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電気･ ガス ･水道業 その他 木 く ず その他

建諜 2･8 % o . 3 % 建鱗を9 % 4 7 %9 . 2 %
7 . 6 %

発生量 農 業 発生量 秀でい
開巖,郷,㈱t桴 39･ 2 % 2'増急設桴 饑%1 00. 0 %

鉱 業 家畜ふん尿
24. 5 % 39. 2 %

図 1 9 業種別発生量 図 20 種類別発生量

(平成元年 農業を含む 。 ) ( 平成元年 農業を含む。 )

2 , 849 千 ト ン ( 1 0 0 % ) 2 , 9 5 6 千 ト ン ( 1 0 0 % )

そ の他

建設廃材

1 9 5 ( 6 . 6 )

2 26 ( 7 . 6 )

1 9 2 ( 6 . 7

3 3 ( L 2

9 1 7 ( 3 2 . 2 )
1 , 1 5 8 ( 3 “) . 2 ) 家畜 ふ ん尿

1 , 3 7 7 ( 46 6 ) 汚で い

平成元年

図 21 産業廃棄物発生量の 昭和55年 と の 比較 (農業を含む 。 )

1 1 1 0 , 7 83 l 、
( 6 , 2 % ) 嶬、 減 量 化 量 !
〔 6 5 % 〕 1 , 22 1 , 1 7 0 -

( 6 8 0 % )

〔 7 2 . 0 % 〕

J 中 間処理量 I J 残 渣 量 1
1 1 , 40 7 o o6 l 1 1 85 , 8 36 1

( 7 8 4 % ) ( 1 0 . 4 % )

〔 8 3 . 0 % 〕 〔 1 1 . 0% 〕

｣ 未 処 理 量 l

発 生 量 有 価 物 量

1 7 9 4 , 7 48 I 1 9 9 4o o l
( 1 00 0 % ) ( 5 . 5 % ) 有効利用量 再 (生) 利 用 量

1 , 69 5 , 348

( 94 5 % )

〔 1 0 0 0 % 〕

1 7 7 , 5 5 9 47 , 68 7

( 9 . 9 % ) ( 2 7 % )

( ) は 発生量 に対す る 割合 〔 1 0 5 % 〕 〔 2 8 % 〕

〔 〕 は 排 出 量 に 対す る 割合 図 22 産業廃棄物の発生及び処理 ･ 処分状況
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② 産業廃棄物の処理 ･ 処分状況

実態周査に よ っ て推定 さ れた産業廃棄物の処理 処分状況は図22の と お り であ る 。

③ 排出量の将来予測

実態嗣査か ら 、 本県の産業廃棄物排出量 (農業を除 く 。 ) の将来予測をみ る と 、 排出量は 、 今

後 も 増大 し 、 平成12年に は 、 平成元年の1 , 695 , 348 ト ン の約1 . 12倍の 1 , 899 , 767 ト ン に達す る も の

と予測 さ れ る 。

その他
5 . 3

業

4 1 . 8

9 5

建鰈
1 5 6

製造業

39 5

鉱 業

35 . 4

そ の他 ‐ ノ ー

　 　 　 　 　　
木 く ず

2 . 6

建設廃材
1 2 . 7

汚でい

80 . 6

汚でい

7 9 . 6

そ の他
5 . O

く ず
2 . 3

平成元年 平成 1 2年

1 , 6 95 , 348 t /年 1 , 89 9 , 7 67 t /年
( 1 0 0 0 ) ( 1 00 0 )

図 23 業種別将来予測量

(農業を除 く 。 )

平成元年 平成 1 2年

1 , 695, 3 48 t /年 1, 89 9 , 7 6 7 t /年
( 1 00 0 ) ( 1 0 0 0 )

図 24 種類別将来予測量

(農業を除 く 。 )

④ 処理。十画の基本方針

県内で発生す る 産業廃棄物を適正に処理す る こ と は 、 産業活動の円滑な推進のみでな く 、 生活

環境の保全及び公衆衛生の向上を図 る う えで 、 極めて重要であ り 次の事項を本。十画 に よ る 産業

廃棄物処理の基本方針と す る 。

ァ 事業者処理責任に基づ く 適正処理の推進

事業者は 、 そ の事業活動に よ っ て排出す る 産業廃棄物を 、 自 ら の責任 と 負担において適正に

処理 し な ければな ら な い 。

事業者は 、 産業廃棄物処理業者 (以下 ｢処理業者｣ と い う 。 ) へ の委託に よ り 産業廃棄物を

処理す る 場合であ っ て も 、 産業廃棄物が適正に処分 さ れ る ま で 、 そ の産業廃棄物に責任を持た

な ければな ら な い 。

処理業者は 、 受託 し た産業廃棄物を適正に処理 し な ければな ら な い 。
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イ 減量化 ･ 再資源化等の推進

事業者は 、 生産工程の改善等に よ り 産業廃棄物発生量の抑制に努め る と と も に 、 事業者及び

処理業者は 、 積極的に資源化 ･ 有効利用 を促進 し て 、 処理必要量の減量に努め る も の と す る 。

事業者及び処理業者は 、 産業廃棄物の処理に当た っ て は 、 適切な中間処理に よ り 極力減量化

を図 る と と も に 、 安定化、 無害化に努め る も の と す る 。

ウ 最終処分場等必要な産業廃棄物処理施設の確保

事業者及び処理業者は 、 周辺環境等に配慮 し た設置計画の も と に 、 県民の理解 と協力 を得な

が ら 、 最終処分場等必要な産業廃棄物処理施設の確保を図る も の と す る 。

県及び市町村は 、 生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図 る と と も に 、 産業の育成振興を図

る 観点か ら適正な産業廃棄物処理施設の確保について協力す る も の と す る 。

ェ 県が関与 し た産業廃棄物処理施設の検討

県は 、 県内で発生 した産業廃棄物の適正処理を確保す る ため 、 公共関与に よ る 産業廃棄物処

理の実施方策につ いて検討を行い 、 必要な施策を講 じ る よ う 努め･ る も の と す る 。

オ 不適正処理防止対策の強化

県は 、 市町村の協力 を得なが ら 、 産業廃棄物処理に関す る 監視 指導や不法投棄パ ト ロ ール

な ど不適正処理防止対策の強化に努め る も の と す る 。

(2) 産業廃棄物処理業の許可の現況

産業廃棄物の処理を業 と し て行お う と す る者は 、 当該業を行お う と す る 区域を管轄す る都道府県

知事の許可を受けな ければな ら な い が 、 本県 に おけ る 許可の現況は表139の と お り であ り 産業廃

棄物処理業者の平成 3 年度事業実績は表140の と お り であ る 。

　 　

鯛き-
な
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表139 産業廃棄物処理業者の許可の現況 (平成 4 年 3 月 末現在)

廃棄物の分類＼、、、~~＼＼･麩、扱礎 産業業の種類

安 定 型

産業廃棄物

管 理 型

産業廃棄物
廃 油 類

廃 酸

廃 ア ル カ ノ

分 類 。十

( 実業者数 )

県内業者
収 集 ･ 運 搬 84 34 1 0 8 1 3 6 ( 9 1 )

中 間 処 理 ず1- O O O 1 ( 1 )

最 終 処 分 11- O 1 ( 1 )

収 集 ･ 運 搬 、 中 間 処 理 8 1 1 4 2 2 5 ( 1 4 )

収 集 ･ 運 搬 、 最 終 処 分 17 8 25 ( 1 7 )

収 集 ･ 運 搬 、
中 間 処 理 、 最 終 処 分

3 4 1 O 8 @ )

小 。十 1 1 4 57 1 5 1 0 1 9 6 ( 1 28 )

県外収集 ･ 運搬業者 8 1 69 5 3 42 245 ( 1 23 )

合 。十 1 95 1 26 68 52 44 1 ( 25 9

備考の 安定型産業廃棄物 と は 、 廃 プ フ ス チ ッ ク 類、 ゴ ム く ず 、 金属 く ず 、 ガ フ ス く ず及び陶磁器 く

ず 、 建設廃材を い う 。

(2) 管理型産業廃棄物 と は 、 安定型産業廃棄物、 廃油類、 廃酸 廃ア ル カ リ 以外の産業廃棄物を

い う 。 (例 汚でい 、 動植物性残渣な ど )

表140 産業廃棄物処理業者の事業実績

区 分
処 理 実 績 ( t / 年 )

平 成 2 年 度 平 成 3 年 度

収 集 ･ 運 搬 量 8 2, 4 9 6 8 7 9 1 9

中 間 処 理 量 1 7 , 7 2 6 2 8 , 1 4 9

最 終 処 分 量 4 6, 0 0 6 4 3 , 5 5 8

(3) 産業廃棄物処理施設の設置状況

① 中間処理施設の設置状況

発生 し た産業廃棄物は事業者又は産業廃棄物処理業者の設置す る 中間処理施設に よ り 可能な限

り 減量化 さ れ る が 、 こ れ ら の中間処理施設の う ち一定規模以上の も の につ いて は ｢産業廃棄物処

理施設｣ と し て届出す る こ と と さ れて お り 県内の届出施設設置状況及びそ の処理実績は表141

の と お り で あ る 。 ( 改正廃棄物処理法では 、 届 出制か ら許可制に移行 さ れた 。 )
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施 設 の 種 類 施 設 数 処 理 能 力 平成 3 年度処理実績

汚 で い の 脱 水 施 設 鷁》
3 , 1 5 2 rn" / 曰

く 3J 3 6 1 )
1 , 0 2 3 , 0 6 2 t

( L 0 4 6ムL7 8 5 )

汚 で い の 乾 燥 施 設 ( あ
84 mγ 日

( 1 0 2 )
5 , 3 7 0 t

( 5 , 3 7 0 )

汚 で い の 焼 却 施 設 “)
1 3 5 nゞ / 日

( 1 3 5 )
2 9 , 6 6 3 t

( 2 9 , 6 6 3 )

廃 油 の 焼 却 施 設 ( あ
8 證 / 日

( 8 ) ( “ ゞ
廃 ブ フ ス チ ッ ク 類の焼却施設 ば)

1 8 t / 日
( 1 9 )

1 5 , 3 2 4 t
( 1 5 . 5 2 5 )

4 3 末表141 中間処理施設の設置状況

圏 ( ) 内 は 、 届 出規模未満の処理施設で県で把握 して し ･ る も のを含む。

② 最終処分場の設置状況

発生 し た産業廃棄物は 、 中間処理に よ り 可能な限 り 減量化 さ れた後最終処分場において埋立て

処分 さ れてい る が 、 事業者及び産業廃棄物処理業者が設置す る 最終処分場の設置状況は表142の

と お り であ る 。

表142 最終処分場の設置状況 (平成 4 年 3 月 末現在)

設 置 主 体 施 設 数 平成 3 年度の処理実績

事 業 者 く も
1 , 7 4 5 t

( 2 , 7 4 5 )

産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 茜)
4 2 , 0 5 2 t

( 4 8 . 5 0 5 )

合 。十 役 ) 4 3 , 7 9 7 t
( 5 1 . 2 5 0 )

圏 ( ) 内 は 、 届 出規模未満の処理施設で県で把握 して い る も の を含む。

(4) 監視 ･ 指導状況

産業廃棄物関係の監視 指導状況は表143の と お り であ る 。

表143 産業廃棄物関係監視 指導状況

立 入 場 所 立 入 検 査 件 数 理 化 学 検 査 件 数

排 出 事 業 所 1 9 2 2 0

産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 4 0 7

中 間 処 理 施 設 3 4 3

最 終 処 分 場 1 5 8 1 3 0

そ の 他 2 0 6 O

合 。十 6 3 0 1 6 0

(平成 3 年度)
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2 産業廃棄物処理対策

産業廃棄物の適正処理を推進を図 る た め 、 第三次鳥取県産業廃棄物処理。十画 を基本 と し た各種の施

策を推進 し て い る 。

( 1 ) 事業者、 処理業者への指導、 監督

事業者及び処理業者に対 して 、 排出事業者処理責任の明確化、 排出量の抑制 ･ 減量化、 再生資源

化の推進及び適正処理の確保等について助言 、 指導、 監督の強化を図 り 産業廃棄物の適正処理を

推進 し て い る 。

(2) 産業廃棄物処理指導要綱の施行

県内 の産業廃棄物を適正に処理す る ため には 、 そ の地域の実情に応 じた処理施設の確保が重要で

あ る 。

こ の ため 、 県では 、 産業廃棄物処理施設の設置をめ ぐ っ て の設置予定者 と地域住民等 と の紛争の

防止に努め 、 地域 と 共存 し た処理施設の確保を 図 る た め 、 ｢鳥取県産業廃棄物の処理に関す る 指導

要綱｣ 及び ｢産業廃棄物処理施設等の立地環境に関す る指針｣ を策定 し 、 平成 4 年 4 月 1 日 か ら施

行 した 。

こ の要綱では 、 処理業者等が行 う 処理施設の設置及び維持管理に関 し必要な事項を定め る と と も

に 、 県外産業廃棄物の搬入に係 る 事前協議制度を規定 し 、 搬入産業廃棄物の厳正な管理を図 っ てい

る 。

今後、 要綱の円滑な運用 に よ り 、 処理施設が適正に設置 さ れ る よ う 指導 して い く こ と と して い る 。

(3) 医療廃棄物の適正処理対策

病院、 診療所、 衛生検査所等の医療関係機関か ら排出 さ れ る 医療廃棄物については 、 感染事故の

発生につな が ら な い よ う 滅菌等の処理が完全に な さ れ な ければな ら な い 。

県では 、 厚生省か ら示 さ れた ｢医療廃棄物処理ガイ ド ラ イ ン ｣ を基本 と して平成 2 年 2 月 に ｢鳥

取県医療廃棄物処理指導指針｣ を策定 し 、 医療廃棄物の適正処理に努めて き た 。

さ ら に 、 平成 3 年10月 の廃棄物処理法の改正に伴い厚生省か ら示 さ れた ｢感染性廃棄物処理マ ー ュ

ァ ル｣ に基づ き 、 新た に ｢鳥取県医療廃棄物適正処理指針｣ を平成 5 年 2 月 に策定 し 、 4 月 か ら 施

行す る こ と と して い る 。

(4) 不法投棄対策の推進

全国的な最終処分場の不足や道路交通網の整備に伴い 、 本県において も 産業廃棄物の不法投棄の

増大が懸念 さ れてい る と こ ろ であ る が 、 こ の産業廃棄物の不法投棄の早期発見及び未然防止を図 る
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た め 、 ｢産業廃棄物不法投棄民間監視員制度｣ を平成 3 年 2 月 に設置 し た 。

監視員 は 、 市町村長の推薦に よ り 知事が委嘱 (市 2 名 、 町村 1 名 ) し て お り 、 月 に 2 日 間 、 担当

市町村の区域におけ る パ ト ロ ー ル活動に当た っ て い る 。

ま た 、 不法投棄事案の処理につ いて 、 市町村及び警察等関係機関 と の連絡体制を強化 し 、 投棄者

の究明 を行 う と と も に 、 投棄物の処理及び再発防止を図 る た め 、 平成 4 年 6 月 に ｢鳥取県産業廃棄

物不法投棄事案処理指針｣ を策定す る と と も に 、 投棄者不明 の場合の原状回復措置 と し て市町村へ

の助成制度を創設 した 。

今後は 、 こ れ ら の制度の円滑な運用 に努め 、 不法投棄の未然防止の徹底を図 っ て い く

(5 ) 産業廃棄物適正処理に係る啓発

産業廃棄物の適正処理を推進す る ため 、 社団法人鳥取県産業廃棄物処理業協会等関係機関 と協力

し て 、 事業者 、 処理業者に対す る 各種研修会、 講習会を開催 し て い る 。

ま た 、 環境衛生週間、 鳥取県を美 し く す る運動月 間 ( 9 月 ) 等に おいて 、 市町村、 一般住民等に

対す る 研修会の開催等を行い 、 産業廃棄物の適正処理の推進に努めてい る 。
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第 9 章 中小企業に対する貸付け

表144 鳥取県中小企業設備近代化金融資金制度 (平成 3 年度 )

貸 付 対 象 中 小 企 業 者 又 は 事 業 協 同 組 合 等

対 象 施 設

貸 付 限 度 額

貸 付 利 率

返 済 方 法

取 扱 金 融 機 関

土地、 建物、 構築物、 機械設備

3 , 000 万円以内 (組合等 5 , 000 万円以内)

年 6 . 0%以内 (保障付の場合年 5 . 6%以内 )

12 年以内 ( 2 年以内 の据置 き を含む。 )

県指定金融機関

力

表145 公害防止資金貸付実績

年 度 貸 付 件 数 貸 付 金 額

昭和 58

59

60

6 1

6 2

6 3

平 成元

2

3

3 件

1

2

0

8

0

1

3

2

6 2 2 0 万円

3 0 0 0

3 5 0 0

1 4 0 7 8

1 , 5 0 0

6 3 2 0

3 8 3 0

表146 施設別貸付実績

＼＼逆襲涎年度

汚 水 処 理 施 設 はい じ ん 防止施設 そ の 他

件 数 貸 付 金 額 件 数 貸 付 金 額 件 数 貸 付 金 額

昭 和 5 8

5 9

6 0

6 1

6 2

6 3

平 成 元

2

3 312一8一132
6 , 2 2 0

3 , 0 0 0

3 5 0 0

1 4 , 0 7 8

1 , 5 0 0

6 3 2 0

3 8 3 0

-151-



(2 ) 中小企業近代化資金等助成法に よ る 設備近代化資金 (無利子) に よ る 貸付け

表147 中小企業設備近代化資金貸付実績

年 度 件 数 金 額 対 象 施 設

昭 和 5 7

5 8

5 9

6 0

6 1

6 2

6 3

平 成 元

2

3

件

該当な し

2

5

万円

8 7 3

7 , 3 8 6

汚水処理施設

汚水処理施設

(3 ) 中小企業金融公庫、 国民金融公庫に よ る 貸付け

表148 中小企業金融公庫、 国民金融公庫に よ る 貸付実績

( 産業公害防止貸付 ) ( 公害貸付 )

年度 、、~＼、、 制度
中小企業金融公庫 国民金融公庫

件 数 金 額 件 数 金 額

昭 和 5 7

5 8

5 9

6 0

6 1

6 2

6 3

元

2

5 件

1

2

4

2

2

1 0 , 5 50 万円

2 , 000

9 , 000

2 1 , 000

3 , 400

3 , 5 00

一件

1

2

1

一万円

1 00

830

850

(4) 公害防止事業団貸付け

表149 公害防止事業団貸付実績

年 度 件 数 金 額 対 象 施 設

昭和 5 7

5 8

5 9

6 0

6 1

6 2

6 3

兀

2

件

･ 該当な し

l

万円
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第10章 公害紛争処理 公害苦情等

第 1 節 公害紛争処理制度の現況

公害をめ ぐ る 紛争は 、 因果関係の解明が困難な と こ ろ か ら 、 公害の裁判 に よ る 解決に膨大な時間 と 費

用 を要す る のが実情であ り 、 し か も 公害の被害は単 に財産上の被害に と ど ま ら ず 、 人の健康、 生命に及

ぶ場合 も 少な く な く 、 ま た 、 被害者は比較的弱い立場に あ る 一般住民であ る の が通例であ る 。

こ の ため 、 訴訟 と は別に紛争を早期に解決す る こ と を 目 的に 、 昭和45年に公害紛争処理法 (昭和45年

法律第108号) が制定 さ れた。

こ の法律に規定す る 紛争処理の方法は 、 あ っ せん 、 崗停、 仲裁並びに裁定 と な っ てお り 、 紛争処理機

関は 、 中央機関 と都道府県 と が あ り 、 都道府県の機関については 、 常設の審査会方式の機関 と紛争処理

にあ た る べ き候補者を あ ら か じ め委嘱 してお く 名簿方式 と が あ る 。

本県の場合は 、 名簿方式を採用 し 、 公害審査委員候補者13名 を お き 、 公害紛争事件が 申請 さ れた場合

は 、 知事が候補者の中か ら 3 人の委員 を指名 し 、 公害紛争の処理に あた る体制を と っ て い る 。

第 2 節 公害苦情受理処理状況

1 公害苦情受理状況 (県、 市町村新規受理分)

(1 ) 平成 3 年度 にお け る 本県の公害苦情受理件数は91件で あ り 、 平成 2 年度141件 に比べ50件減少 し

てい る 。

(2) 年度別公害苦情種類別受理件数は、 次の と お り であ る 。

＼＼、、、 年度
、、、、、
ギ攝 、、、、、公害の種類

昭 和 6 1 62 63 平 成 元 平 成 2 平 成 3

大 気 汚 染 2 2 1 4 1 6 2 9 1 8 9

水 質 汚 濁 2 1 2 6 3 0 1 8 4 1 2 1

騒 音 4 5 3 3 4 6 3 2 2 5 1 2

振 動 3 1 2 2 1

悪 臭 3 9 3 0 2 4 3 3 1 9 1 2

土 壌 汚 染

そ の 他 2 7 2 5 3 8 3 1 3 7 3 7

L 。十 1 5 7 1 2 9 1 5 6 1 4 5 1 4 1 9 1

公害の種類別苦情は 、 平成 3 年度受理件数では 、 水質21件 (23% ) 騒音12件 ( 1 3%) 悪臭12件
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ず

(12%) 、 大気汚染 9 件 ( 10%) 、 そ の他37件 (4 1% ) と な っ て い る 。

(3) 受理件数の多い市町村は 、 米子市28件 (前年度44件) を最高に 、 境港市13件 (前年度12件 ) 鳥取

市 9 件 (前年度32件) の順 と な っ て お り 、 ほ と ん どが市部に集中 してい る 。

2 公害苦情の処理状況

平成 3 年度にお け る 公害苦情件数91件中解決 し た も の87件で 、 解決率は96% と な っ て い る 。

平成 3 年度の公害苦情種類別処理状況は 、 次の と お り であ る 。

公害の種、類、、、、区分 受 理 件 数 A 解 決 件 数 B 解決率 ( 晏 Xmo )%

大 気 汚 染 9 8 8 9

水 質 汚 濁 2 1 2 0 9 5

騒 音 1 2 1 2 1 0 0

振 動 O O

一

悪 臭 1 2 1 1 9 2

土 壌 汚 染

そ の 他 3 7 3 6 9 7

。十 9 1 8 7 9 6

3 公害苦情の種類別発生源内訳

公害の発生源別では 、 製造業15件 (16% ) 、 家庭1 1件 (12% ) 、 建築土木工事 3 件 ( 3 %) 商店

飲食店12件 (13% ) 、 畜産 5 件 く 5 % ) 、 そ の他45件 (49%) と な っ て い る 。

種 減さ、き源 製造業 檗馨 姦 瀦 畜産業 家 庭 薇食瘻 その他 。十

大 気 汚 染 3 11▲ 5 9

水 質 汚 濁 5 増兵 1菫̂ 2 4 8 2 1

騒 音 2 誉且 6 3 1 2

振 動 1

悪 臭 3 4 1 4 1 2

土 壌 汚 染 - II

｣

そ の 他 2 増上 7 2 2 5 3 7

。十 1 5 3 5 1 1 1 2 4 5 9 1
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表150 平成 3 年度公害苦情件数

““≧洲癸分 新規 繰越 合。十 理
沈

処
解

年
越

翌
繰

合。十 備考鳥取市 9 1 10 9 1 10 、米子市 28 28 28 芻倉吉市 2 2 2 2境港市 13 1 れ
性

す
ま

13 1 在
れ"

情
且岩美郡 国府町岩美町 福部村八頭郡 郡家町 1 1 1 1船岡町 河原町八東町若桜町用瀬町佐治村智頭町

｣気高郡 気高町 鹿野町青谷町東伯郡 羽合町 1 1 十
一I

-

1
1

-泊村東郷町 三朝町 関金町北条町大栄町 1 1 1
1

ず
･上

一東伯町 1 1 1
4

牛
･I

- ー赤碕町 ー西伯郡 西伯町会見町岸本町 2 2 リ
ム

リ
ム日吉津村 2 2 リ

ム

り
乙

一淀江町 2 2 1
1

1
･I

-

リ
ノム大山町

一名和町 一中山町
日南町日野町江府町溝口町 ｢I

1

県 31 8 39 36 Q
U

拗

話 91 12 103 第 ワ
ー

103
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表 1 51 公害の種類別件数 (新規)

＼＼＼、 区分
、＼＼＼市町村名

大 気 水 質 土 壌 騒 音 振 動 悪 臭 。十 その他 合 。十

鳥 取 市 ‘1l- ｣11̂ 3 2 7 2 9

米 子 市 十一I- 6 4 4 1 5 1 3 28

倉 吉 市
｢

境 港 市 2 4 2 2 1 0 3 1 3

岩 美 郡

国 府 町

岩 美 町

福 部 村

八 頭 郡

郡 家 町 寸上- 1上

船 岡 町

阿 原 町

八 東 町
｢

若 桜 町
r

用 瀬 町

佐 治 村

智 頭 町

気 高 郡

気 高 町

鹿 野 町

青 谷 町

東 伯 郡

羽 合 町 14 1 1

泊 村

東 郷 町

三 朝 町

関 金 町
r

北 条 町

大 栄 町 ず･具 1 1

東 伯 町 14 1 1

赤 碕 町

西 伯 郡

西 伯 町

会 見 町

岸 本 町 II 2 2

日吉津村 ‘TI- 十一上一 2 2

淀 江 町 1 1 2 2

大 山 町

名 和 町

中 山 町
｣

日 野 郡

日 南 町

日 野 町

江 府 町

溝 口 町

県 4

6れ
2

1 2

3

1 2

1 5

5 4

1 6

37

3 1-
9 1。十 9

-156-



第 3 節 企業の公害防止管理者等の設置

1 公害防止管理者等の設置

昭和46年 6 月 に制定 さ れた ｢特定工場におけ る 公害防止組織の整備 に関す る 法律｣ に よ り 一定の

用件を備 えた特定施設を有す る 工場は 、 そ の特定施設の区分 (大気、 水質 、 騒音、 粉 じ ん 、 振動) ご

と に公害防止管理者を選任す る こ と を義務付け られ 、 こ の ほ か 、 従業員の数、 工場の規模に よ っ ては 、

公害防止統括者、 公害防止主任管理者 も 選任 し な ければな ら な い こ と に な っ て い る 。 本県にお い て公

害防止管理者を選任 してい る 工場数は53工場であ る 。

表152 公害防止管理者等設置状況

業 種 名 工場数 公害防止統括者
大 気 関 係

公害防止管理者

水 質 関 係

公害防止管理者

騒音関係公害防止管理者 粉じん関係公害防止管理者 振動関係公害防止管理者 公害防止主任管理者第一種 第二種 第三種 第四種 第一種 第二種 第三種 第四種
□の 食 料 品 製 造 業 7

4

(2) & くる

Q3) た ば こ 製 造 業 乍･上
1

( 1 )

1

( 1 )

Q 4) 繊 維 工 業 2
2

くめ
2 2

Qの 木材、 木製品製造業 ･11一
1

( 1 ) の

鱒強 君エブ品 製紙造 楽 2 & &
1

( 1 ) ( b
1

( 1 }

油 ･
囮磨 炭 製 品 製 造 業 1 2

6

‘6 )

1 2

(1 0)

業 ･窯
土 石 製 品 製 造 業

1 6
6

( 6)

2

( 1 )

1 4

(1 の

筋) 鉄 鋼 業 3 (翁)
1

( 1 )
2

(2 )

2

( 1 ) 、

棯引 金 属 製 品 製 造 業 8
7

(5) く も
5

(4 )

3

(2 )

4

( 3)

砲の カ ス 業 1I- 1I- 1 ll
。十 53

3 3

( 2 7)

3

( 3 )

25

(1 9)

5

(4)
1

( 1 )

5

(2)

5

(4)

1 6

(1 5 )

6

(4)

2

( 1 )

圏 1 業種番号、 業種名 は 日 本産業分類に よ る 。

2 ( ) は 、 代理者の数であ る 。
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